
〜
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
接
種

費
用
の
助
成
に
つ
い
て
〜

健
康
福
祉
課
で
は
、
感
染
症
対
策
と

し
て
、
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接

種
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者

65
歳
以
上
の
町
民

▼
助
成
対
象

町
内
又
は
町
外
医
療
機
関
で
接
種
し

た
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
費

用▼
助
成
額

ひ
と
り
１
回
に
つ
き

３
，
０
０
０
円
（
上
限
）

▼
申
請
方
法

１
．
町
立
診
療
所
で
接
種
す
る
場
合

必
ず
保
険
証
を
ご
持
参
い
た
だ
き
、

接
種
費
用
か
ら
助
成
額
を
差
し
引
い
た

額
を
お
支
払
い
下
さ
い
。
申
請
書
等
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
町
立
診
療
所
で
の
接
種
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
町
立
診
療

所
（
電
話
34―

２
０
３
０
）
に
ご
予
約

く
だ
さ
い
。

①
接
種
費
用
＠
６
，
３
０
０
円

②
助
成
額
＠
３
，
０
０
０
円

③
支
払
額
＠
３
，
３
０
０
円
（
①-

②
）

※
町
立
診
療
所
の
会
計
窓
口
で
③
の
額

を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

２
．
町
外
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合

接
種
後
、
領
収
書
（
高
齢
者
肺
炎
球

菌
予
防
接
種
を
受
け
た
事
が
わ
か
る
も

の
）
、
接
種
済
カ
ー
ド
な
ど
の
証
明
書

（
持
っ
て
い
る
方
の
み
）
、
保
険
証
、
印

鑑
、
通
帳
等
（
振
込
先
を
確
認
で
き
る

も
の
）
を
ご
持
参
の
上
、
健
康
福
祉
課

窓
口
に
て
申
請
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

後
日
、
指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課
保
険
グ
ル
ー
プ

（
ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー
内
）

電
話
34―
３
９
５
５

自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は
、
令

和
３
年
５
月
31
日
（
月
）
で
す
。

▼
納
税
通
知
書
に
つ
い
て

納
税
通
知
書
の
発
布
日
は
、
令
和
３

年
５
月
６
日
（
木
）
で
す
。

お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
、
札
幌

道
税
事
務
所
自
動
車
税
部
課
税
担
当
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
℡
０
１
１―

７
４
６―

１
１
９
０
）

▼
納
め
る
場
所

道
内
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
、
総
合

振
興
局
・
道
税
事
務
所
の
窓
口
の
ほ
か
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
納
税

が
で
き
ま
す
。

▼
口
座
振
替
納
税
に
つ
い
て

自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
は
、
簡
単

便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
で
き
ま
す
。

お
申
し
込
み
は
、
札
幌
道
税
事
務
所

自
動
車
税
部
口
座
振
替
担
当
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

（
℡
０
１
１―

７
４
６―

１
２
５
７)

▼
納
税
に
関
す
る
ご
相
談

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
期
内
に
納

税
で
き
な
い
な
ど
、
納
税
に
つ
い
て
の

ご
相
談
は
、
名
寄
道
税
事
務
所
ま
で
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

（
℡
０
１
６
５
４―

２―

４
１
４
８
）

▼
自
動
車
税
ス
マ
イ
ル
納
税
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
実
施
中
！

北
海
道
の
自
動
車
税
種
別
割
を
納
期

限
（
５
月
31
日
）
ま
で
に
納
税
す
る
と

応
援
店
で
特
典
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
道
税
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
北
海
道

ス
マ
イ
ル
納
税
」
で
検
索
。

〜
行
政
相
談
委
員
に
足
立
智
行
氏
が
委

嘱
さ
れ
ま
し
た
〜

行
政
相
談
委
員
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
恒
成
敏
明
氏
に
代
わ
る

行
政
相
談
委
員
と
し
て
足
立
智
行
氏
が

令
和
３
年
４
月
１
日
付
け
で
、
総
務
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

年
金
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
、
登
記
、
道

路
な
ど
の
役
所
の
仕
事
に
つ
い
て
、
困

り
ご
と
や
苦
情
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
行

政
相
談
委
員
が
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

口
頭
、
電
話
、
手
紙
で
行
政
相
談
委

員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

『
行
政
相
談
委
員
は
役
所
と
皆
様
の
パ

イ
プ
役
で
す
。
相
談
は
、
無
料
・
秘
密

厳
守
！
お
気
軽
に
！
』

【
総
務
省
行
政
相
談
委
員
】

▼
氏
名

足
立

智
行

▼
住
所

元
町
５
番
５
号

▼
電
話

34―

３
９
６
６

健
康
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

自
動
車
税
種
別
割
を

忘
れ
ず
に
収
め
ま
し
ょ
う

行
政
へ
の
苦
情
・
要
望
は

行
政
相
談
委
員
へ



１

自
転
車
の
安
全
利
用
に
つ
い
て

雪
解
け
が
進
み
、
自
転
車
に
乗
車
す

る
方
が
多
く
な
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

自
転
車
は
と
て
も
便
利
な
乗
り
物
で

す
が
、
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
無
視
し
た

乗
り
方
は
重
大
な
交
通
事
故
に
繋
が
る

事
も
あ
り
ま
す
。

自
転
車
に
乗
る
時
は
、
正
し
い
交
通

ル
ー
ル
を
守
り
、
安
全
に
自
転
車
を
利

用
し
て
交
通
事
故
に
気
を
付
け
ま
し
ょ

う
。

【
自
転
車
安
全
利
用
五
則
】

①
自
転
車
は
、
車
道
が
原
則
、
歩
道
は

例
外

②
車
道
は
左
側
を
通
行

③
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車
道
寄
り

を
徐
行

④
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

・
飲
酒
運
転
、
二
人
乗
り
、
並
進
の
禁

止
・
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

・
交
差
点
で
の
信
号
遵
守
と
一
時
停
止
、

安
全
確
認

⑤
子
供
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

『
自
転
車
に
乗
る
時
の
心
得
』

・
使
用
す
る
自
転
車
は
、
あ
ら
か
じ
め

必
要
な
点
検
や
整
備
を
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

・
二
人
乗
り
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

（
た
だ
し
、
幼
児
用
の
座
席
に
幼
児

を
乗
せ
て
い
る
時
は
別
で
す
。
）

・
運
転
の
妨
げ
や
不
安
定
と
な
る
危
険

な
荷
物
の
積
み
方
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

・
携
帯
電
話
を
使
用
し
た
り
、
傘
を
差

す
、
物
を
担
ぐ
等
の
行
為
に
よ
る
片

手
で
の
運
転
は
い
け
ま
せ
ん
。

・
イ
ヤ
ホ
ン
や
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
を
使
用
し

て
、
周
囲
の
音
が
十
分
聞
こ
え
な
い

よ
う
な
状
態
で
の
運
転
は
い
け
ま
せ

ん
。（
た
だ
し
、
難
聴
者
が
補
聴
器
を

使
用
す
る
場
合
等
は
別
で
す
。
）

 
 
 

２
悪
質
商
法
の
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め

の
ポ
イ
ン
ト

「
悪
質
業
者
は
、
う
・
そ
・
つ
・
き
！
」

【
う
】
う
ま
い
話
を
信
用
し
な
い
！

う
ま
い
話
、
絶
対
に
も
う
か
る
話
に

は
、
必
ず
大
き
な
落
と
し
穴
・
・
・
。

【
そ
】
そ
う
だ
ん
す
る
！

ひ
と
り
で
判
断
せ
ず
、
家
族
・
知
人
・

相
談
機
関
に
相
談
を
。

【
つ
】
つ
ら
れ
て
返
事
を
し
な
い
！
す

ぐ
に
契
約
し
な
い
！

悪
質
業
者
は
、
言
葉
巧
み
に
す
ぐ
契

約
す
る
よ
う
に
迫
っ
て
き
ま
す
。

【
き
】
き
っ
ぱ
り
！
は
っ
き
り
！
断

る
！

あ
い
ま
い
な
返
事
を
せ
ず
、
キ
ッ
パ

リ
！
ハ
ッ
キ
リ
！
断
る
！

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

士
別
警
察
署

電
話
０
１
６
５―

23―

０
１
１
０

〜
自
衛
官
募
集
に
つ
い
て
〜

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
で
は
、

通
年
で
18
歳
以
上
33
歳
以
下
の
一
般

曹
候
補
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
や
詳
し
い
説
明
を
聞

き
た
い
方
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
名
寄
出

張
所

電
話
０
１
６
５
４―

２―

３
９
２
１

住
所
〒
０
９
６―

０
０
１
１

名
寄
市
西
１
条
南
９
丁
目
45

令
和
３
年
度
の
各
手
当
額
は
、
変
動

は
あ
り
ま
せ
ん
。

所
得
制
限
な
ど
の
支
給
条
件
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

【
児
童
扶
養
手
当
】

住
民
課
環
境
生
活
グ
ル
ー
プ

電
話
26―

９
０
２
６

【
特
別
児
童
手
当
・
障
が
い
に
関
す
る
手
当
】

健
康
福
祉
課
福
祉
介
護
グ
ル
ー
プ

電
話
34―

３
９
５
５

士
別
警
察
署
か
わ
ら
版

児
童
扶
養
手
当
額
等
に
つ
い
て

（手当額一覧表）

手当の名称 手当額

児童扶養

に関する

手 当

児童扶養手当

手 当 本 体 43,160円～10,180円

第２子加算 10,190円～5,100 円

第３子以降加算 6,110円～3,060円

特別扶養児童手当
１ 級 52,500円

２ 級 34,970円

障がいに

関 す る

手 当

障害児福祉手当 14,880円

特別障害者手当 27,350円

経過的福祉手当 14,880円

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
か
ら

お
知
ら
せ


